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改版と適用時期に関するご意見等を踏まえた確認事項

No ご意見・ご質問の内容 確認事項

1
介護保険法の改正等があった際、都度標準仕様書の改訂及び情報提供が即座に行われるのか教えていただ
きたい。

○ 令和７年度までに対応
すべき版数
・1.0版、1.1版
⇒適合性確認の対象外
でよいのか

・2.0版
⇒適合性確認の対象でよ
いのか、ただし2.1版を
実装すれば適合性確
認の対象外となるのか

・2.1版（３月公表予定）
⇒公金口座、サブユニット
対応等の必要要件が
あるため適合性確認の
対象でよいのか

・3.0版（令和６年度制度改
正対応版を想定、公表時
期は今後調整）
⇒制度改正対応版である
ため適合性確認の対
象でよいのか

・Ｐ３に改定の基本的考え
方が示されているが今後
の調整となる

○ 版数毎の対応時期
・P２、４に記載の事項につ
いて今後の調整となる

2
（R4年度第1回検討会時点のご意見）
2022年8月末に第2.0版が発出される予定ですが、標準仕様書への準拠（適合）としては、2023年3月末に発出
予定の第2.0版の改定版までの取込みが必須条件になるという考え方でしょうか。

3

制度改正の対応について、機能要件や連携要件の対応時期（対応期限）の考え方を整理していただきたい。
例）機能要件や連携要件は対応期限を制度施行日までとする など
また、制度改正に伴い、機能要件が修正・変更された場合に、いつ時点で改正後の内容に切り替えるのか。とい
った点が懸念される。
切替を想定すると、システムとしては、制度改正前後の機能を搭載し、段階的に切り替える等も必要があると考
えられる。その点も踏まえた基準や指針を明確にしていただきたい。

4

【はじめに】に、「自治体システム標準化に関する資料は一通り出そろった状態であるとされております。」との
記載がありますが、データ要件・連携要件標準仕様書各論は初版であり今後大きく内容が変化する可能性も考
えられます。また介護保険システム標準仕様書についても、市区町村から意見に対する継続課題や検討事項が
残されており、標準化対応業務間での横並び調整が予定されております。
標準システムへの切り替え時期（2025年度）を考えると、情報が出そろい問題なくシステム開発が実施できる、
標準システムへの移行が滞りなく行える、とは言い難い状況です。課題が多く残され、切り替え期限までに間に
合うかどうかという状況の中で、市区町村や開発ベンダーは標準化の取り組みを進めている状況です。
懸念事項や課題を把握することは、重要ですが、これまでに把握済みの懸念事項や課題の解決策を早く提示
していただきたい（次回改版では提示していただきたい。）。標準システムへの切り替え時期直前に解決しても、
システム対応できるとは限りません。
スケジュールが大きな課題です。スケジュールありきではなく、標準化が実現可能な切り替え計画へと見直して
いただきたい。

5 標準仕様書の改定は将来にわたりすべての自治体で必要になる物に絞る方針としてほしい。

6

現状、版改定が多く、選択肢にある標準準拠システムへの対応完了の定義が分からないため、標準準拠対応
完了時期については「検討中」とさせていただいております。現行自社ユーザの切替時期を参考に、令和7年度
までに複数回の標準仕様対応版のAPPリリースを計画しております。［今後出される条件を満たす計画（令和7年
度以降含め）が立てられれば、令和7年度時点で全ての基準を満たさなくても、標準準拠システムへの対応は行
うことが出来る］等、柔軟な基準が設けられれば、まずは、現行自社ユーザについては令和7年度までに概ね標
準準拠対応が行えると考えています。

適合性確認は基準省令で行うと想定されるが、標準

仕様書ベースで記載している。また、自治体の調達

は時期により対応版数は異なると想定される。
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（参考）地方公共団体の基幹業務システムの標準仕様書についてのバージョン管理方針

出典:「地方公共団体の基幹業務システムの標準仕様書についてのバージョン管理方針 」 デジタル庁（令和４年８月31日）３、４ページ

改定スケジュールには、

機能要件と共通のそれぞれについて、

以下を記載することとなっている。

・公布時期

・施行時期

・自治体利用開始時期



3

（参考）標準仕様書の改定に関する基本的な考え方①

出典:「地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化のために検討すべき点について」 デジタル庁（令和４年10月）31ページ

制度改正以外の契機見直しは原則なし

令和６年度制度改正等が該当する

改版された標準仕様書の公表時期は別途調整
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（参考）標準仕様書の改定に関する基本的な考え方②

出典:「地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化のために検討すべき点について」 デジタル庁（令和４年10月）32ページ
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